
号

外�
平

成
二
十
七
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

県
産
材
流
通
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
一
号

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
八
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
借
受
資
格
を
有
し
な

い
。

一

暴
力
団(

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号)

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

二

暴
力
団
員(

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定

す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。)

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
者
を
貸
付
け
の
相
手
方
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暴
力

団
を
利
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
者

第
八
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

第
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。

第
十
七
条
第
一
項
中｢

転
貸
貸
付
決
定
者
が｣

の
下
に｢

第
七
条
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
書

の
交
付
を
受
け
た
後
、｣
を
加
え
、｢

ま
で
に
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
に
関
す
る
計
画
が
達
成
で

き
な
い
見
込
み
と
な
っ
た
場
合
は
、
当
該
計
画
に
係
る｣

を｢

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
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ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
に
関
す
る
計
画
が
達
成
で
き
な
い
見
込
み
と
な
っ
た
と
き
。

二

第
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢連

帯
保
証
人
住
所

氏
名

印
｣

を ｢

(注
)
会
社
そ
の
他

氏
名
を
記
載
す

連
帯
保
証
人
住
所

氏
名

印

の
団
体
に
あ
っ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
､
名
称
及
び
代
表
者
の

る
こ
と
｡

｣

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中

｢各
号
の
一
｣

を｢各
号
の
い
ず
れ
か
｣

に
、｢会

社
整
理
開
始
｣

を｢特
別
清
算
開
始
｣

に
、｢手

形

交
換
所
｣

を｢手
形
交
換
所
若
し
く
は
電
子
債
権
記
録
機
関
｣

に
、 ｢�

乙
が
岐
阜
県
林
業
・
木
材

義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
と
き
｡

�
そ
の
他
甲
が
債
権
保
全
上

産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
及
び
こ
の
契
約
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く

著
し
い
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
｡

｣

を ｢�
乙
が
岐
阜
県
林
業
・
木

義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
と

�
乙
が
岐
阜
県
林
業
・
木

当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

�
乙
が
第
３
条
第
４
項
第

由
に
よ
っ
て
､
甲
が
乙
の

�
そ
の
他
甲
が
債
権
保
全

材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
及
び
こ
の
契
約
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く

き
｡

材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
第
２
条
第
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

な
っ
た
と
き
｡

に
、｢､

遅
滞
な
く
甲
に
報
告

１
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
る
な
ど
､
乙
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事

所
在
を
把
握
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
｡

上
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
｡

｣

す
る
｣

を｢､
遅
滞
な
く
書
面
に
よ
り
甲
に
報
告
す
る
｣

に
、｢､

氏
名
等
｣

を｢及
び
氏
名
(会
社

そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)
｣

に
、｢

�
そ
の
他
甲
が
指
示
す
る
場
合
｣

を ｢�
そ
の
他
甲
が
指
示
す
る
場
合

５
乙
が
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
っ
た
こ
と

し
く
は
送
付
さ
れ
た
書
類
等
が
延
着
し
､
又
は
到
達
し
な

き
日
時
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
｡

に
よ
り
､
甲
か
ら
な
さ
れ
た
通
知
若

か
っ
た
場
合
に
は
､
通
常
到
達
す
べ

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中｢注

特
約
条
項
に
つ
い
て
は
､
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借
用
証
書
(別

面
の
特
約
条
項
を
参
考
に
し
て
作
成
し
､
添
付
す
る
こ
と
｡

記
第
５
号
様
式
)
裏

｣

を ｢
(注
)
１
会
社
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所

名
を
記
載
す
る
こ
と
｡

２
特
約
条
項
に
つ
い
て
は
､
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借

裏
面
の
特
約
条
項
を
参
考
に
し
て
作
成
し
､
添
付
す
る
こ
と
｡

在
地
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

用
証
書
(別
記
第
５
号
様
式
)

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
裏
面
中｢各

号
の
一
｣

を｢各
号
の
い
ず
れ
か
｣

に
、｢若

し
く
は
民
事
再
生

手
続
開
始
｣

を｢､
民
事
再
生
手
続
開
始
､
特
別
清
算
開
始
､
若
し
く
は
会
社
更
生
手
続
開
始
｣

に
、

｢手
形
交
換
所
｣

を｢手
形
交
換
所
若
し
く
は
電
子
債
権
記
録
機
関
｣

に
、 ｢�

乙
が
林
業
・
木
材

履
行
を
怠
っ
た
と
き
｡

�
そ
の
他
甲
が
債
権

産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
及
び
こ
の
契
約
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
義
務
の

保
全
上
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
｡

｣

を ｢�
乙
が
林
業
・
木

履
行
を
怠
っ
た
と

�
丙
が
岐
阜
県
林

当
す
る
こ
と
が
明

�
そ
の
他
甲
が
債

材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
及
び
こ
の
契
約
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
義
務
の
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き
｡

業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
第
２
条
第
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

ら
か
に
な
っ
た
と
き
｡

権
保
全
上
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
｡

｣

に
、｢５

乙
は
､
前

に
こ
れ
と
同

項
の
規
定
に
よ
り
丙
に
対
し
違
約
金
を
請
求
し
て
弁
済
を
受
け
た
と
き
は
､
速
や
か

額
の
金
員
を
甲
に
支
払
う
｡

｣

を ｢５
乙
は

に
こ
れ

則
第
26

､
前
項
の
規
定
に
よ
り
丙
に
対
し
違
約
金
を
請
求
し
て
弁
済
を
受
け
た
と
き
は
､
速
や
か

と
同
額
の
金
員
を
甲
に
支
払
う
｡
た
だ
し
､
岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規

条
第
２
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
｡

｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規

則
の
施
行
の
日
以
後
に
貸
付
け
の
決
定
を
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
付
け
の
決

定
を
し
た
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

( ) 平成27年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成27年４月１日 ( )４

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


